
○沼田市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例 

平成２５年３月２９日 

条例第１９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定に基づき、

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。以下「法」という。）

の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者等から徴収する手数料に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の額） 

第２条 法第５３条第１項に規定する低炭素建築物新築等計画（以下「低炭素建築物新築

等計画」という。）について、同項の規定による認定又は法第５５条第１項の規定によ

る変更の認定（以下「認定」という。）の申請をする者は、当該申請に係る次の各号に

掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければな

らない。 

(1) １戸建ての住宅（住宅以外の部分を有しないものに限る。） ３万３，０００円 

(2) 共同住宅（長屋を含む。以下同じ。）（住宅以外の部分を有しないものに限る。） 

次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 住戸の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 当該申請に係る

住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、同表

の中欄に掲げる額 

イ 住棟の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次に掲げる額の

合算額 

(ア) 住棟内の住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当する

かに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(イ) 共用部分の床面積の合計が別表第２の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに

該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

ウ 住戸及び住棟の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次に掲

げる額の合算額 

(ア) 住棟内の住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当する

かに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(イ) 共用部分の床面積の合計が別表第２の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに

該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(3) 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物（住宅の部分が共同住宅以外の住宅



であるものに限る。） 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアか

らウまでに定める額 

ア 住宅の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 ３万３，０００

円 

イ 建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 ３万３，００

０円に、住宅以外の部分の床面積の合計が別表第３の左欄に掲げる床面積の区分の

いずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額を加えた額 

ウ 住宅及び建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 ３万

３，０００円に、住宅以外の部分の床面積の合計が別表第３の左欄に掲げる床面積

の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額を加えた額 

(4) 住宅の部分と住宅以外の部分とを有する建築物（住宅の部分が共同住宅であるもの

に限る。） 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定める額 

ア 住戸の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 当該申請に係る

住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当するかに応じ、同表

の中欄に掲げる額 

イ 建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次に掲げる額

の合算額 

(ア) 建築物内の住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当す

るかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(イ) 住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第２の左欄に掲げる

床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(ウ) 住宅以外の部分（住戸の用に供される共用部分が住戸以外の用にも供される

ものであるときは、当該部分を含む。ウ（ウ）において同じ。）の床面積の合計

が別表第３の左欄に掲げる床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中

欄に掲げる額 

ウ 住戸及び建築物の低炭素建築物新築等計画について認定の申請をする場合 次に

掲げる額の合算額 

(ア) 建築物内の住戸の数が別表第１の左欄に掲げる戸数の区分のいずれに該当す

るかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(イ) 住戸の用のみに供される共用部分の床面積の合計が別表第２の左欄に掲げる

床面積の区分のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(ウ) 住宅以外の部分の床面積の合計が別表第３の左欄に掲げる床面積の区分のい



ずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

(5) 住宅以外の建築物 床面積の合計が別表第３の左欄に掲げる床面積の区分のいず

れに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる額 

２ 低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする者が当該申請に係る低炭素建築物新築等

計画が法第５４条第１項第１号に規定する基準に適合していることを証する図書として

規則で定めるもの（以下「適合証」という。）を添えて当該申請をしたときは、当該申

請に係る前項の規定の適用については、同項第１号中「３万３，０００円」とあるのは

「５，０００円」と、同項第２号中「中欄」とあるのは「右欄」と、同項第３号中「３

万３，０００円」とあるのは「５，０００円」と、「中欄」とあるのは「右欄」と、同

項第４号及び第５号中「中欄」とあるのは「右欄」とする。 

第３条 低炭素建築物新築等計画の認定の申請をする者は、法第５４条第２項（法第５５

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による申出を行う場合は、前条第１項

（同条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により納付すべき手数

料のほか、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画について建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第１項（同法第８７条の２において準用する場合を含む。）の規

定による確認の申請又は同法第１８条第２項（同法第８７条の２において準用する場合

を含む。）の規定による計画の通知をしたならば沼田市建築基準法関係手数料条例（平

成２０年条例第１０号）第２条の規定により納入することとなる手数料の額に相当する

額の手数料を納付しなければならない。 

（手数料の納付方法） 

第４条 手数料は、申請の際に徴収する。 

（手数料の還付） 

第５条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、

この限りでない。 

（手数料の減免） 

第６条 市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除すること

ができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

戸数 金額 適合証を添付した場合



の金額 

１戸 ３３，０００円 ５，０００円 

２戸以上５戸以下 ６８，０００円 １０，０００円 

６戸以上１０戸以下 ９５，０００円 １６，０００円 

１１戸以上 １３４，０００円 ２７，０００円 

別表第２（第２条関係） 

床面積 金額 適合証を添付した場合

の金額 

３００平方メートル以下 １０７，０００円 １０，０００円 

３００平方メートルを超えるもの １７６，０００円 ２７，０００円 

別表第３（第２条関係） 

床面積 金額 適合証を添付した場合

の金額 

３００平方メートル以下 ２３６，０００円 １０，０００円 

３００平方メートルを超えるもの ３７６，０００円 ２７，０００円 

 


